
船舶事故調査報告書 

平成３０年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年２月１４日 ０７時４５分ごろ 

発生場所 広島県江田島市西能美島北方沖 

 中ノ瀬灯標から真方位２０８°６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１５.９′ 東経１３２°２２.３′） 

事故の概要  プレジャーボート英洋
えいよう

丸及びプレジャーボートこぴっとは、共に南

東進中、こぴっとが英洋丸に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年２月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 英洋丸、５トン未満（長さ６.２７ｍ） 

   ２７０－３６３０８広島、個人所有 

Ｂ プレジャーボート こぴっと、５トン未満（長さ５.５８ｍ） 

   ２７３－８９５４広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機カバーに破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣りの目的で、西能美島北方沖

を約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南東進中、

船長Ａが、Ｂ船がＡ船の左舷方約１０ｍを通過して間もなく船首方で

速力を減じたのを認めたので、直ちに左舵一杯を取り、機関を中立と

したものの、船首部とＢ船の船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りの目的

で、西能美島北方沖を南東進中、Ａ船を追い越す状態となり、約２０

knの速力でＡ船の左舷方を通過して間もなく、船長Ｂが前路に漁船を

認めて速力を約２knに減じたところ、Ａ船と衝突した。 

分析 Ａ船は、西能美島北方沖を南東進中、船長Ａが、船首方で減速した

Ｂ船を認め、左舵一杯を取り、機関を中立としたものの、船首部にＢ

船の船尾部が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、西能美島北方沖を南東進中、船長Ｂが、Ａ船を追い越して

間もなくＡ船の船首方で減速したことから、Ａ船に衝突したものと考

えられる。 



原因 本事故は、西能美島北方沖において、Ａ船及びＢ船が共に南東進

中、船長Ｂが、Ａ船を追い越して間もなくＡ船の船首方で減速したた

め、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止索 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船を追い越そうとする船舶は、‘追い越される船舶を確実に追

い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかる状況’（以下「安全

に追い越す状況」という。）となるまでその船舶の進路を避ける

こと。 

・他船を追い越そうとする船舶は、安全に追い越す状況にない場

合、あるいは、安全に追い越す状況であるか確かめられない場合

は、追越しを中止すること。 

 


